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地理的表示（ＧＩ：Geographical Indication）とは

定義：地理的表示とは，農林水産物・食品等の名称で，その名称から当該産品の
産地を特定でき，産品の品質等の確立した特性が当該産地と結び付いている
ということを特定できる名称の表示をいう。

地理的表示のイメージ －市田柿を例に－

市 田 柿
地名 ＋ 果実名

（例）

生産地 産品の特性

地理的表示

市田柿

高い知名度を有
する市田柿とい
う名称から産地
と産品の特性が
わかる

○人的要因
・下伊那郡高森町（旧市田村）が発祥の
「市田柿」のみを使用
・じっくりとした「干し上げ」，しっか
りとした揉み込み

○自然的要因
・昼夜の寒暖差が大きいため，高糖度の
原料柿ができる
・晩秋から初冬にかけて川霧が発生し干
柿の生産に絶好の温度と湿度が整う

・「市田柿」は特別に糖度
が高い

・もっちりとした食感
・きれいな飴色
・小ぶりで食べやすい
・表面を覆うキメ細かな白
い粉化粧

結
び
付
き
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地理的表示保護制度は国際的な知的財産

○ 地理的表示保護制度は，TRIPS協定でも知的財産権の１つとして位置付け。
○ 国際的に広く認知されており，世界１００か国を超える国で保護。

○ 諸外国では，地理的表示に対する独立した保護を与えている国は，100か国以上。

アジア 中東 欧州
（ＥＵを除く） ＥＵ 中南米 アフリカ

11か国 7か国 17か国 （28か国） 24か国 24か国
※ 国際貿易センター（WTOと国連貿易開発会議
（UNCTAD）の共同設立機関）調べ（平成21年）

PDO（原産地呼称保護）：特定の地理的領域で受け継がれ
たノウハウに従って生産・加工・製造された農産物，食品，
飲料が対象。

PＧI（地理的表示保護）：特定の地理的領域と密接に関連
した農産物，食品，飲料が対象。生産・加工・製造の少な
くとも一段階がその地域で行われていなければならない。

EUの地理的表示保護制度のマーク
（http://eumag.jp/issues/c1013/）

○ ＴＲＩＰＳ協定における定義（第22条１）
ある商品に関し，その確立した品質，社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合にお
いて，当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう。

〔ＷＴＯ協定（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定（平成６年条約第15号）附属書１Ｃ〕

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（ＴＲＩＰＳ協定）

諸外国における地理的表示保護制度の導入状況
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1.55 1.8 1.79 1.59 1.29 1.16

EUにおける地理的表示

出典：AND－International(2012)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2005
132.84 134.57 138.91 142.38 145.25 157.90 119%※

○EU27ヶ国における農産物，食品GI売上高の推移（億ユーロ）

※ 数字は2005年の売上高を100%とした時の2010年の売上高の%値

○EUにおける地理的表示産品と一般品との価格差（2010）

知的財産課調べ
登録ＧＩ総数
(PDO+PGI)

主な産品の内訳
果物，野菜，穀物
（生鮮／加工）

チーズ 肉 肉製品 油脂

ＥＵ
（農産物のみ）

1427 384 235 163 175 133

○EUの農産物GI数内訳（2018年4月時点）

○ 地理的表示を示す産品が広く
流通し，売り場でも多くのス
ペースを占める

○ EUでは約1,400の農産物がGIとして登録されている。
○ GI生産者のGI登録の第１の目的は名称の不正使用の取締。
○ GI制度が消費者にも広く認識され，消費者は高価格でもGI産品を選択している。
○ GI産品は非GI産品と比べ，1.5倍程度の高価格で取引されている。

ゲランドの塩（仏）生産者に
よる不正使用対策の取組

イタリアにおけるスーパーマ
ーケットの食品売り場の様子

○ ゲランドの塩（仏）に他産地
の塩をまぜて本物として売る
事例が発生

○ GI登録後，生産者団体や
INAO（フランス国立品質原産
地研究所）の一体的な取組に
より名称不正使用が減少

農産物・食品
（全産品平均）

肉製品 オリーブオイル チーズ 果物・野菜 肉
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日本における地理的表示保護制度の大枠

○ 我が国においても「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（ＧＩ法）」
（平成26年法律第84号）が平成27年６月から施行。

○ 登録産品の生産者団体が定めた基準（明細書等）を満たす当該団体の構成員（生
産者）のみが当該産品の名称の表示（地理的表示（ＧＩ））を付することが可能。

○ 不正な地理的表示（類似表示を含む）は行政が取締りを行う。

○ 基準を満たす生産者だけが自らの
産品に地理的表示を使用可能。

○ 品質を守るもののみが市場に流通。
○ GIマークにより，他の産品との差別
化が図られる。

○ 訴訟等の負担なく，自分たちのブラ
ンドを守ることが可能。

○ 地域共有の財産として，地域の生
産者全体が使用可能。

制度の大枠 効 果

① 産品をその名称，生産地や品質等の基
準とともに登録（登免税として9万円要。更
新料は不要）。

② 基準を満たす産品には地理的表示の使
用を認め，併せてGIマークを付す。

③ 不正な地理的表示の使用は行政が取締
り。

④ 生産者は既登録団体への加入等により，
自らの産品に地理的表示を使用可能。
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ＧＩ登録状況
○ これまでに約180件の申請があり，36道府県の68産品，１ヶ国の１産品の計69産品が登録。
〇 登録に至った産品の申請から登録までの平均期間は約370日。

東 北
【青森】
1.あおもりカシス
23.十三湖産大和しじみ
52.小川原湖産大和しじみ
【岩手】
28.前沢牛
47.岩手野田村荒海ホタテ
66.岩手木炭
68.二子さといも
【宮城】
31.みやぎサーモン
65.岩出山凍り豆腐
【秋田】
32.大館とんぶり
51.ひばり野オクラ
60.松館しぼり大根
【山形】
26.米沢牛
30.東根さくらんぼ
62.山形セルリー
【福島】
63.南郷トマト

北海道
【北海道】
4.夕張メロン 21.十勝川西長いも

沖 縄
【沖縄】
44.琉球もろみ酢

外 国
【イタリア国】
41.プロシュット ディ パルマ

北 陸
【新潟】
29.くろさき茶豆
【富山】
53.入善ジャンボ西瓜
【石川】
17.加賀丸いも 20.能登志賀ころ
柿
【福井】
14.吉川ナス 15.谷田部ねぎ
16.山内かぶら 43.上庄さといも
45.若狭小浜小鯛ささ漬
69.越前がに

九 州
【福岡】
5.八女伝統本玉露
【長崎】
61.対州そば
【大分】
22.くにさき七島藺表
33.大分かぼす
【宮崎】
55.宮崎牛
64.ヤマダイかんしょ
【熊本】
8.くまもと県産い草
9.くまもと県産い草畳表
67.くまもとあか牛
【鹿児島】
7.鹿児島の壺造り黒酢
46.桜島小みかん
57.辺塚だいだい
58.鹿児島黒牛

東 海
【岐阜】
48.奥飛騨山之村寒干し大根 50.堂上蜂屋柿
【愛知】
27.西尾の抹茶 49.八丁味噌
【三重】
25.特産松阪牛

関 東
【茨城】
6.江戸崎かぼちゃ 38.飯沼栗 59.水戸の柔甘ねぎ
【栃木】
35.新里ねぎ
【長野】
13.市田柿 34.すんき
【静岡】
18.三島馬鈴薯 36.田子の浦しらす

近 畿

56.近江牛

37.万願寺甘とう

2.但馬牛
3.神戸ビーフ

12.三輪素麺

39.紀州金山寺味噌

中国・四国
【鳥取】
11.鳥取砂丘らっきょう
【岡山】
24.連島ごぼう
【山口】
19.下関ふく
40.美東ごぼう
【徳島】
42.木頭ゆず
【香川】
54.香川小原紅早生みかん
【愛媛】
10.伊予生糸

東京
神奈川

千葉

埼玉

群馬

山梨
大阪

広島
佐賀

島根

高知
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ＧＩ登録の効果

○ ＧＩ登録により，模倣品が排除されるほか，取引拡大，価格上昇，担い手の増加などＧＩ登録を
きっかけとした副次的効果も現れている。
○ また，ＧＩ登録を機に，生産者団体が自ら産品の価値を再認識することで，品質管理重要性の認識
の高まりや，より良い産品を生産しようとする意欲の高まりといった前向きな効果も現れている。

価格の上昇

取引の
拡大

担い手の
増加

○伊予生糸
新たに生糸生産に携わる担い手が就農
今後も新たな就農の予定

○市田柿
台湾・香港・タイなどへの輸出本格化

○連島ごぼう
1kgあたりの単価が760円から900円に上昇
（18％上昇）（2017年）

○鳥取砂丘らっきょう
生産者の新規加入（新規５人）

○あおもりカシス
急増する需要に応えるため，新規就農
者 を積極的に受け入れ（新規５人）

模倣品の
排除

○海外での模倣品排除
タイで発見された模倣品の「夕張日本メロン」
について，タイの生産者に警告状を送付し，
名称の使用を停止。

○GIの不正使用の防止
ＧＩ産品と誤認されるような表示に対し，指導等を行い適正化。

○江戸崎かぼちゃ
1kgあたりの価格が2016年，2017年ともに400円越え
（26％上昇）（2015年：317円）

○八女伝統本玉露
販売単価が前年比で11％上昇
（2016年）

○鳥取砂丘らっきょう
販売額が2016年産，2017年産ともに10億円越え（25％増）
（2015年産：約８億円）

○能登志賀ころ柿
2017年度の出荷量が約３万８千箱に増加（15％増）
（2016年度：約３万３千箱）

6



食料産業局

Copyright 2018 Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

登録手続フロー図

申
請

学識経験者の
意見聴取

学識経験者に
意見書を提示
※３

３ヶ月

公
示
※
１

登
録※

４

※１ 公示は農林水産省ウェブサイト内の専用ページにて行う。
※２ 意見書はだれでも提出可能。
※３ 必要に応じ，利害関係者（申請団体及び意見書提出者）から意見聴取可能。
※４ 処分（登録若しくはその拒否）については，行政不服審査法，行政事件訴訟法により当該処分を争うことが可能。

補正期間

意
見
書
締
切

【申請者】申請農
林水産物等の品
質等の確立した
特性を説明するた
めに著作物も添
付するのが通例。

申請件数
登録件数 公示件数 審査件数 その他

１８４ ６９ ５ ７７ ３３

○これまでの申請件数等の概況（平成30年10月15日時点）

出典：農林水産省食料産業局知的財産課調べ

申請団体に

意見書を送付

公
示
※
１ 意見書提出

※２

【農林水産省】学識経験
者には，申請者，意見
書提出者が使用した全て
の著作物の写しを提示した
上で意見聴取。

【農林水産省】審査官
から産品の特性等を
疎明するための資料と
して論文等の提出を
求めることもある。
【申請者】農林水産省
の指示により追加資料
提出。

【利害関係者】申請農林水産物
等が一般の農林水産物等であるこ
とを疎明するために著作物を利用
することもある。
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ＧＩ登録の主たる要件①

産品が以下の基準を満たすものである
○ 品質，社会的評価その他の特性を
有し，その特性が生産地の自然条件
や伝統的な生産方法等に帰せられる。
○ 産品が地域に定着していること

（概ね25年程度生産していること）
＊このような基準を満たす産品を「特定農林
水産物等」という

ア 産品に関する基準

以下の場合は登録できない
○ 普通名称であるとき
○ 産品の名称が産品に関する基準を満
たす特定農林水産物等以外にも使用さ
れているとき
○ 既に商標登録されているとき（但し
，当該商標の権利者がＧＩ登録するこ
とに同意している場合を除く）

イ 産品の名称に関する基準

○ 生産行程を管理する生産者団体があること（法人格は問わない）
○ 生産者団体について，加入の自由等が規約等に定められていること
○ 生産者団体が産品の特性を確保するために必要な規程である「生産行程管
理業務規程」を作成し，遵守できること
○ 生産者団体が生産行程管理業務を実施するために必要な経理，人員体制を
有すること

ウ 生産者団体，生産行程管理業務に関する基準
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ＧＩ登録の主たる要件②

ア 産品に関する基準
登録する産品は「特定農林水産物等」である必要

【特定農林水産物等】
特定の地域を生産地とし，確立した特性が当該生産地に帰せられるもの

【生産地】

生産（農林水産物等に特性を付与又はその特性を保持する行為）が行われる地域

【特性】

同種の農林水産物等と比較して差別化された特徴を有し，かつ当該特徴を有した状態

で，概ね25年生産された実績のあること

品種による差別化

独自取組等による差別化

・ 他には流通していない独自品種の科学的特性
・ 地域における系統選抜の結果，特徴的な外観を呈する
ようになった場合 など

・ 人との結び付き（伝統技法，人材育成等）
・ 土地との結び付き（気候，地質条件等） など

・ 全国規模やそれに準じる規模の品評会等で複数会評価され
る等，明らかな差別化が図られ，それが確立している場合

社会的評価による差別化

確立した特性 当該特性が主として生産地に帰せられる理由
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ＧＩ登録の主たる要件③

イ 産品の名称に関する基準
特定農林水産物等の名称によって当該産品を特定できるものである必要

→ 産品の名称が，普通名称（一定の性質を有する産品一般を指す名称）である場合

や，名称により産品が特定ができない場合は登録できない。

使用実績のない名称を
申請産品に使用する場合

当該名称で産品を特定できない。
※ 社会的評価も「特性」の一種として認められるが，需要者に全
く認識されていない名称にそのような「特性」は存在しない。

＜申請にあたって問題となる名称（例）＞

品種名を申請産品の名称として
使用する場合

当該品種名を名称とする産品が各地で生産・販売
されている場合，たとえ特定地域の産品に特性が
あったとしても，名称からどの産品か特定できない。
※ 当該品種が地域によって適切に管理され，地域と結びついて
いる場合は登録の可能性はある。

複数団体（個人）が同一名称を
使用している場合

特定の地域で，複数団体が同等の品質を有する
同一名称の産品を生産している場合，共同申請が
望ましいが，単独申請であっても，生産量等からみ
て名称から産品を特定可能と判断される余地はある。
※ 団体の構成員が団体が定めた生産の基準に満たさない産品に
同一名称や類似名称を使用する場合は，団体として生産行程
管理ができていないこととなるため不可。
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ＧＩ審査における著作権に係る問題点等

〇 著作物の利用が的確かつ迅速なＧＩ審査のために必要。

・ ＧＩ登録の要件である，産品の確立した特性の有無（科学特性，独自取組，社会的評価）による差別化

については，文献や新聞記事などに基づいて疎明するのが一般的であり，適切なＧＩ審査には著作物

の利用が必須である。

現状では，申請者が著作権者の許諾を得ているか否か不明なケースがほとんどであるため，申請後

最初の補正指示の段階で著作権者の許諾を得るよう書類を差し戻すことが常態化しており，迅速な審

査が困難な状況にある。

結果として許諾が得られず資料の提出がとりやめられることもあり，適切な情報に基づく審査に支障

が生じるおそれもある。

・ 審査官から産品の特性等を疎明するための資料として論文等の提出を求めることもあり，的確・迅速

な審査のためにはこれらの機会で適切な著作物が提出されることが重要。

・ ＧＩ法上，ＧＩの登録前から不正の目的なく名称を使用していた第三者は，ＧＩ登録後も名称を使用する

ことが可能（先使用）であるため，審査の長期化は先使用のリスクを増加させる。

〇 平成３０年１０月１日時点で登録されている69産品に係る申請・審査に係る著作物の利用状況

（単位：件）

雑誌・書籍 新聞 広報誌 論文 web記事 画像・動画

82 58 39 25 6 3

出展：農林水産省知的財産課調べ 11
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地理的表示保護制度と地域団体商標制度の違い

その他の主な相違点
農林水産物，飲食料品等（酒類等を除く） 対象 全ての商品・サービス

生産・加工業者を構成員に含む団体
法人格を有しない地域のブランド協議会等も可能 申請主体 事業協同組合等の特定の組合，商工会，商工会議所，

ＮＰＯに限る
一定期間継続して生産されている必要（伝統性） 伝統性周知性 一定の需要者に認識されている必要（周知性）
地理的表示保護制度を持つ国との間で相互保護が

実現した際には，当該国においても保護される 海外での保護 各国に個別に登録を行う必要

○ どちらも産品の名称を保護するものであるが，根本的な考え方が異なる。産品
を取り巻く状況に応じ，いずれかの制度を選択し，又は両者を組み合わせて利用
することが可能。

地理的表示保護制度 地域団体商標制度

産品 名称 名称 地域
団体

所属表示(indicate)

特性
結びつき

地域
地域と結びついた特性を有する

産品の名称を保護
地域団体が使用するものとして
周知となった名称を保護

地域共有の財産として保護
産品の生産の方法や品質基準を登録
生産者団体の事後追加も可

地域団体の財産(権利)として保護
産品の基準等は任意（自由に設定・変更可能）

使用権を任意で設定可能

行政が取締り
不正表示（類似表示を含む）を行政が監視・取締り
（構成員の管理は登録団体が行う必要あり）

自己で権利行使
ブランド戦略等に応じて自己で監視・権利行使

損害賠償請求も可

(地名+商品名等)
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